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（別紙１） 

 

桑名市第10期介護保険事業計画・第11期老人福祉計画策定支援業務委託仕様書 

 

１．委託業務 

 桑名市第10期介護保険事業計画・第11期老人福祉計画策定支援業務 

 

２．業務目的 

介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく介護保険事業計画、及び老人福祉

法（昭和38年法律第133号）に基づく老人福祉計画（計画期間：令和９～11年度）

の策定にあたり、介護保険制度の知識だけでなく、本市の現状や地域特性の把握、

市全域や各圏域の課題の認識とその解決に向けた提案など、企画力や他自治体等で

の同種業務の経験、医療・介護・福祉を取り巻く環境の変化等について深い理解を

有する事業者から適切な支援を受けることで、本市の実状に即した実効性のある計

画が策定され、「地域包括ケアシステム」が一層深化することを目的とする。 

 

３．委託期間 

 契約締結の日から令和９年３月31日まで 

 

４．委託内容 

【令和７年度】 

 （１）「居所変更実態調査」、「介護人材実態調査」の実施及び分析、報告書の

作成 

 

 （２）庁内検討体制構築のための支援、必要に応じた庁内会議への出席 

 

 （３）桑名市の現状と課題の整理 

①「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」での議論、「居所変更実態調

査」、「介護人材実態調査」の調査結果をもとにした、市全域の現状と課

題の整理 

②「地域ケア会議」での議論、「桑名市日常生活圏域ニーズ調査」の調査結

果をもとにした、日常生活圏域ごとの現状と課題の整理 

 

【令和８年度】 

 （１）桑名市の将来推計 

①日常生活圏域ごとの人口推移と将来人口予測、要介護認定者数の推計 

②「地域包括ケア「見える化」システム」を効果的に活用し、介護サービス

の提供状況の整理、課題抽出、今後の提供体制、事業費の検討 
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 （２）計画の基本理念、基本目標、施策体系の設定、具体的施策等の提案 

   ①「桑名市地域包括ケア計画」（令和６年３月策定）を踏まえた、本計画の

基本理念、基本目標及び施策体系の設定 

   ②現状と課題を踏まえた具体的施策、事業等の提案 

   ③国、県、他の自治体との比較分析 

 

（３）「地域包括ケアシステム推進協議会」の会議資料の作成支援 

 

 （４）必要に応じた庁内会議等への出席 

 

 （５）計画の策定支援 

（１）から（４）を踏まえて、計画案を作成する。 

① 地域包括ケアシステム構築のため、重点的に取り組むことが必要な事項 

② 各年度の高齢者、要介護認定者等の状況 

③ 各年度におけるサービスの目標量（種類ごとの量の見込み） 

④ サービス提供体制確保策（種類ごとの提供体制の確保のための方策） 

⑤ 地域支援事業の各種事業の見込み 

⑥ 市町村特別給付の見込み 

⑦ 介護給付等の適正化に関する事項 

⑧ 介護保険特別会計、保険料に関する事項 

⑨ その他、必要な事項 

 

５．成果品 

（１）事業計画書等 

  ①事業計画書（Ａ４版冊子、表紙カラー、本文１色、上限300ページ） 

200部 

  ② ①の電子データ一式 

    ※文書は Microsoft Word を使用し、これに加えて、ホームページ掲載用に

PDFファイルも提出すること。 

   ③事業計画書概要版の電子データ一式（Ａ４版、カラー、上限20ページ） 

        ※概要版は電子データのみで製本印刷は含まない。その他の要件は②に同じ。 

 

（２）会議の提出資料（電子データ、紙） 

※電子データについては、必要に応じて、Microsoft Word、Microsoft 

Excel、Microsoft Power Pointを使い分けて作成すること。 

※納品の際には、資料について、市の担当者に十分な説明を行うこと。 
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※紙資料については、会議委員・傍聴者・事務局の人数を考慮した部数を

納品すること。 

 

６．その他 

 （１）受託者は業務実施にあたり、速やかに市と打合せのうえ作業方針等を決定

し、その後も市と綿密に連携を図りながら業務を進め、市の指示に従うこと 

 （２）受託者は、臨時的に至急、市・受託者による協議・打合せ等が必要となっ

た場合に備えて、迅速な対応を可能とする体制を整えること。 

 （３）市は受託者に対して可能な範囲で必要な資料を貸与する。 

 （４）受託者は、業務完了後、受託者の明らかな過失に起因する成果品の不良個

所が発見された場合、市が必要と認める訂正、補足およびその他必要な作業

を受託者の負担において実施しなければならない。 

 （５）本委託業務によって収集または編集・作成された資料等の一切の著作権

は、市に存する。 

 （６）その他本仕様書に定めのない事項については、双方で協議のうえ決定する

こと。 

 （７）成果品の電子データについては、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ等の記録媒体を

作成し、納品すること。 

 

 

 


